
 四日市市告示第５１号 

 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により、

事後審査型条件付一般競争入札（平成２１年２月１８日から平成２１年５月３１日まで

に入札の公告をするもの）について必要な事項を次のとおり公告する。 

  なお、平成２１年四日市市告示第１７号は、平成２１年２月１７日限りで廃止する。 

 （本公告は、入札に係る工事等の概要及び入札参加資格要件を除く、入札に参加するた

めの基本的な要件を表記したものである。なお、個々の工事等の概要及び入札参加資格

要件は内容が決定次第、別に公告する。） 

  

平成２１年２月１２日 

                          四日市市長  田 中 俊 行

   

 １ 一般競争入札参加者に必要な資格に関する事項 

   一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

  (１) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

  (２) 現行の四日市市請負工事入札参加資格者名簿に登録されている者であって、

次に定める建設工事等の種別ごとにそれぞれアからカまでに掲げる者 

    ア 建設工事 四日市市請負工事入札参加資格者名簿（経営事項審査の審査基

  準日が平成１８年１０月１日から平成１９年９月３０日まで。）に登載されて

いる者のうち、入札参加する工事の業種について、建設業法（昭和２４年法律第１

００号）第３条第１項の規定による許可を有する者 

   イ 測量業務 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の規定

による登録を受けている者 

   ウ 建築物の設計業務 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第

１項の規定による登録を受けている者 

   エ 建設コンサルタント業務 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建

設省告示７１７号）第２条の規定による登録を受けている者 

オ 地質調査業務 地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８

号）第２条第１項による登録を受けている者 

カ 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建

設省告示第１３４１号）第２条第１項の規程による登録を受けている者 

  (３) 公告から入札までの期間において、市から指名停止を受けていない者 

  (４) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者 

  (５) その他建設業法等の法令、規則等に違反していない者 

 

 ２ 入札参加手続等 

   事後審査型条件付一般競争入札においては、入札参加のために事前に申請手続きを

行うことを要せず、参加資格を満たす者は、入札書に入札参加資格確認申請書及び入

札参加資格確認に必要な書類（以下「参加資格確認申請書等」という。）を同封して

提出することにより入札参加できるものとする。 

 

 



３ 設計図書の販売 

  (１) 設計図書は、市指定先で有料販売する。 

  (２) 販売期間は、工事等の公告の日から定められた期日までとし、同期間内に予約

があったものについて販売する。 

 

４ 設計図書等に対する質問 

   設計図書等に対する質問がある場合は、指定日までに書面により申し出ることができる。 

   質問に対する回答は、調達契約課において供覧する。 

 

 ５ 入札方法 

   定められた期日までに郵送（一般書留、簡易書留又は配達記録（平成２１年３月１

日以降は特定記録）郵便のいずれか）により提出するものとし、入札書到着期限日必

着とする。 

   直接調達契約課に持参した入札書は受け付けない。 

 

 ６ 現場説明会 

   工事等の現場説明会は行わない。 

 

 ７ 入札保証金 

   入札保証金は免除する。 

 

 ８ 契約保証金 

   契約金額の１００分の１０以上とする。ただし、契約金額が５００万円未満の場合

は免除する。 

 

 ９ 入札書に記載する事項 

  (１) 四日市市の指定様式の入札書（第２号様式）に、工事（業務）名、工事（業

務）場所、及び入札（開札）日を工事等の公告の記載に従い記入のうえ、指定さ

れた郵送方法により提出すること。 

  (２) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  (３) 入札書は、指定した封筒若しくは指定した様式を満たす封筒に入れ、必ず封印

し、入札（開札）日、工事（業務）場所、工事（業務）名、入札者の氏名（法人

にあっては、名称及び代表者の氏名）、住所を記入すること。 

 

 １０ 参加資格確認申請書等 

   当該工事等に配置予定の技術者の氏名等を入札参加資格確認申請書に記入し、入札

書に同封すること。なお、配置予定技術者は予備を含め、２人まで記載することがで

きる。 

   また、工事の施工実績書等入札参加資格確認に必要な書類の提出を求めた工事等に



ついては、それらを入札書に同封すること。 

 

 １１ 入札に関する注意事項 

  (１) 入札回数は、１回とする。 

  (２) 郵便局の窓口で郵送手続きが終了した後の入札書の撤回、引換えはできない。た

だし、開札日の前日までの間は、入札辞退届を書面で調達契約課に提出すれば辞退

することができる。 

（３） 談合情報があったときは、入札を中止するか、又は入札の直前にくじを行い、

入札に参加できる者の数を減ずることがある。 

  (４) 希望価格を超えて入札する場合、工事費内訳書を入札書に同封すること。 

 

 １２ 入札（開札）の立会い 

  (１)  開札に当たり、当該入札に参加した者の中から、入札立会人１者を選定し、該

当者に電話により連絡する。また、選定された者以外でも当該入札に参加した者

は、開札の立会いができるものとする。 

(２) 開札時に立会者となるべき者がいない場合は、当該入札事務に関係のない職員

が立会うものとする。 

 

１３ 簡易審査 

開札の前に業種登録、対象ランク又は総合点、完成工事高、建設業許可の種類、住

所要件について簡易審査を行い、公告の際に提示した条件を満たさない者の行った入

札は無効とする。 

 

 １４ 開札 

   予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低

価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者の入札参加資格の審査のため

落札決定を保留し、開札を終了するものとする。 

       

 １５ 落札者の決定 

  (１) 落札候補者から提出された参加資格確認申請書等を審査した結果、入札参加

資格を満たしていることが確認された場合、当該落札候補者を落札者と決定

し、速やかに落札決定をした旨を通知するものとする。 

  (２) 落札候補者が入札参加資格を満たしていないことが確認された場合、又は、

参加資格確認申請書等に不備があった場合、当該落札候補者は失格とし、次に

低い価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし、資格を満たす者が現

れるまで順次審査を行うものとする。 

  (３) 落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認したときは、当該

落札候補者に速やかにその旨を通知するものとする。 

 

 １６ 入札の無効 

   四日市市契約施行規則（昭和３９年四日市市規則第１２号）第１３条の規定に該当



するもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

  (１) 参加資格のない者及び虚偽の申請をした者が行ったもの 

  (２) 入札金額を訂正したもの 

  （３） 入札書の宛名が違うもの 

  (４) 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したもの 

  （５） 入札書の郵送到着期限を過ぎて到着したもの 

  （６） 同一の入札について、同一の封筒に複数の入札書を封入し提出したもの 

（７） 郵便による入札に使用する封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及

び入札件名の特定がし難いもの 

  (８) 郵便による入札に使用する封筒に記載された件名等と同封された入札書の件名

等が異なるもの 

  （９） 入札書に記載された金額と工事費内訳書に記載された金額が異なるもの 

（10） 工事費内訳書に記名、押印がない等、不備のある工事費内訳書を提出したもの 

（11） 希望価格を超えて入札する場合、工事費内訳書が同封されていないもの 

（12） 希望価格を超えて入札する場合、同封する工事費内訳書に所定の工事費内訳書

表紙が添付されていないもの、又は添付されていても当該工事費内訳書表紙に必

要事項の記載、押印がないもの 

 

 １７ 問い合わせ先 

   税務理財部調達契約課契約係 

   四日市市諏訪町１番５号  電話０５９―３５４―８１２５ 

（税務理財部調達契約課） 


